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「戦争法案」憲法９条を破壊する三つの大問題

第一の問題は、米国が世界のどこであれ、アフガニスタン報復戦争(２００１年)やイラク侵略戦争(２００３年)のような戦争に乗り出した際、自衛隊がこれまで「戦闘地域」とされてきた場所にまで行って弾薬の補給、武器の輸送などの後方支援＝兵たんを行うようになる事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第二の問題は、国連が統括しない活動（国際治安支援部隊＝ＩＳＡＦ）にも自衛隊が参加し、形式上「停戦合意」はあるが、なお戦乱が続く地域で治安維持活動などを行い、武器の使用も任務遂行のためなどに大幅拡大する事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第三の問題は、これまでの政府の憲法解釈を根底から覆し、日本がどこからも武力攻撃を受けていないのに、「集団的自衛権」を発動して米国の戦争に参戦し、自衛隊が海外で武力を行使することです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ戦争で真っ先に犠牲にされるのは、未来ある若者です。若者を戦場に送り、「殺し、殺される」戦闘をさせる訳には絶対いきません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ闘いはこれからです。「安倍政権の暴走をストップさせる」闘いを広げましょう。
「労働者派遣法改悪案」問題山積、それでも強行なのか。
安倍政権が「戦争法案」とともに今国会で成立を狙っている「労働者派遣法改悪案」は、自民、公明の与党が維新を巻き込んで、衆院厚生労働委員会で採決を強行しようとしています。「労働者派遣法改悪案」は「正社員ゼロ」「生涯ハケン」を押し付ける悪法で、審議をすればするほど問題点が明らかになっています。　　ｐしかも厚生労働行政をめぐっては「年金情報流出問題」が発覚し、その問題の優先的な解明が求められています。法案に対する反対の声や年金問題での早急な対応を求める世論を無視した採決の強行は、絶対に許すことができません。　　　ｐ「労働者派遣法改悪案」は、専門的な２６業務を除いて原則１年、最長３年となっている、企業が派遣労働者を受け入れることができる現在の期間制限をなくし、働き手さえかえれば、無期限で派遣労働者を受け入れることができるようにする法案です。改悪法案の国会提出は３回目で、廃案になった法案をそのまま提出するのは、それまで行われた国会審議を軽視したものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ派遣労働者を守るどころか、企業の利益優先の厚労省の姿勢も厳しく問われています。正社員化を進め、「正社員が当たり前」の働き方を確立すべきです。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
６月８日　臨時議会報告　新病院建設を本会議で審議
新病院建設に関して２４.８億円もの増額（総額では１９９.４億円）が、賛成２０名、反対４名、退席１名で認められました。　　　　　　　問題となる所は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１、建設事業者の「戸田建設」は、「５月末に、大阪の民間病院建設工事で裏金５５００万円をつくり、斡旋手数料として当時の地方議員に２５００万円を、残りを地元対策費にあてたとして、支店長幹部らを懲戒処分した」と報道されました。「コンプライアンス」の低い企業です。ここと交渉を続け契約（随意契約の見込み）する事は市民に説明できません。即座に止めるべきです。（戸田建設の件は裏面参照）
２、一連の交渉は官製談合に当たる恐れがあり、事業費削減の中身に納得性がありません。真摯な答弁がありませんでした。
３、最終建設費の見通しがありません。総額１９９.４億円がいくらになるのか。
４、今後の病院の収支予想が不安（借金を返せない）である。　　　　　　　　　　５、儲けるための差額ベッドは、患者の扱いを不公平にするものです。
６、交付税措置（国から還ってくるお金）は、合併債も含めて心配です。お金に色はついておらず、独法の医療センターに渡すお金が優先されれば、桑名の独自予算が組めなくなる心配も発生します。
　市民の皆さんから早期病院建設の要望は大きいものがありますが、新病院の全体像が詳しく理解されているとは言えません。国の医療制度などの改悪により、病院は「二次医療病院自己完結型」から「早期病院追出し地域完結型」に変わってきています。基本構想作成から３年がたち、改めて広く市民の皆さんから意見を貰って、基本構想から見直すことを求めて反対しました。
２０１５年　６月議会　スケジュール

６月１８日―１９日、２２日―２３日　　　午前１０時  本会議（一般質問）

６月２４日―２５日                    　午前１０時　常任委員会、

７月２日                午後１時  本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
私の質問は１９日午後の予定で、「地方創生」の方向性、改悪された介護保険、生保などの「社会保障」、｢駅周辺整備｣（駅西土地区画整理事業）を質します。
【戸田建設】民間病院建設工事で裏金５５００万円！　ｐｐｐｐ当時の支店長幹部ら懲戒処分！内部調査で発覚！
　
準大手ゼネコンの戸田建設が受注した民間病院の建設工事を巡り、大阪支店の当時の幹部らが地方議員への斡旋手数料や地元対策費に充てるため、社内規則に違反して帳簿外調達で合わせて５５００万円の裏金を捻出したとして、懲戒処分を受けていた。戸田建設は使いみちを明らかにしない使途秘匿金として国税当局に申告したという。
　マスコミの取材に対し「社内に調査委員会を設置し事実関係などの調査をしたが、法令には抵触しないという見解だった」としている。
　ＮＨＫが入手した内部資料や会社関係者によると、６０億円余で近畿地方の民間病院の建設工事を受注したのは２０１３年。支店の当時の幹部らは下請け業者に工事代金を水増して支払うことを約束。その上で資金の提供を受け、帳簿に載っていない計５５００万円の裏金を捻出していた。５５００万円は受注にあたっての斡旋手数料や地元対策費にあてるために作られた。会社の内部調査に対し、複数の幹部はこのうち２５００万円を当時地方議員だった男性に斡旋手数料として渡したと証言。調査では男性に直接確認していないが、当時の地方議員男性はＮＨＫの取材に対し「そんな事実はまったくない」などと現金の受け取りを強く否定。平成１４年に役員らが逮捕された贈収賄事件をきっかけに、斡旋手数料などを支払う場合は事前に審査を受けることが社内規則で定められているが、大阪支店の当時の幹部らは事前審査を受けていなかった。戸田建設は社内規則に違反したとして、当時の支店幹部４人を懲戒処分、５５００万円の資金は使途秘匿金として国税当局に申告。社内に調査委員会を設置し事実関係などの調査をしたが、賄賂罪などの法令には抵触しないという見解だった。税務も適正に処理し、コンプライアンス体制の強化など再発防止策も講じているとしている。（NHKニュースより）　　　　　　　　　　　　　
「財政健全化計画」くらしの再建こそが必要だ
安倍政権が今月末に決める「財政健全化計画」に向けた議論で、社会保障費に的を絞って大削減する方向が鮮明になっています。財務相の諮問機関・「財政制度等審議会」（財政審）は「医療・介護分野を中心とした歳出改革」をうたう建議を公表し、経団連も「避けて通れない」と社会保障費削減を迫っています。くらしを守り支える社会保障は、安倍政権のもと医療、介護、年金など各分野で、すでに深刻な機能不全を起こしています。さらに大規模な社会保障費削減を求める「財政健全化計画」は、国民の願いに完全に反します。　　　　　　　　　　　　　ｐ今回の建議の「自然増」削減方針は、これまで以上に深刻な被害を国民にもたらすことは明らかです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ医療では、「公的保険給付範囲」を見直し、必要な公的医療・介護サービスから国民を締め出す方向です。現在の医療費窓口の自己負担分（本人１～３割）にさらに定額を上乗せする「受診時定額負担」は、いまでも経済的な理由から医療機関にかかれない人をますます医療から遠ざけ、健康・命を危険にさらします。　　　　　　介護では、要支援１と２、要介護１と２にたいする給付削減を強く求めたことは、公的介護サービスを受けられずに高齢者が「重度化」し、家族らにいっそうの負担を強いるものです。生活保護では、住宅扶助削減などを決めたばかりだというのに、生活保護費全体の削減をいっそう行うことを迫っています。年金の支給開始年齢を６８歳前後まで先延ばしすることは、年金不信を高めるものでしかありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ地方財政の縮減との関連で、救急車の一部有料化まで盛り込みました。　　　　　　　　　　　　「社会保障のため」と消費税増税を国民に強いながら、社会保障費を切り捨てることに大義も道理もありません。「財政再建」というなら、大企業向け法人税減税の大盤振る舞いや、「戦争する国づくり」の軍事費増こそやめるべきです。
市民農園の利用料の値上げについて　
―市民農園は桑名の「ブランド」―

桑名市には、現在２つ（多度アイリスパークふれあい農園と長島市民農園）の市民農園があります。それぞれ設立の経緯に違いがあるようですが、４月より利用料が年間１万円から１万５千円に値上げになりました。市外の利用者は倍額で３万円と一挙に３倍の値上げです。名古屋市在住のアイリスパークふれあい農園利用の方から手紙を頂き調べてみました。

平成１０年度の旧多度町時代に「農村構造改善事業費補助金」で「ふれあい体験農園整備事業」として開設し、目的は現在の条例にも残っている様に「遊休農地の有効活用と、都市住民の余暇の増加と安全な食材、風土や緑への志向に対応し、都市との交流の機会を創造すること」にあります。

私共は、３月議会の条例改正の議案に、「土に親しみ、植物の成長を楽しんでおられる市民の方々の市民農園の使用料の値上げはすべきではありません」と反対しました。しかし、もっとちゃんと調査をしておくべきでした。
桑名市の言い分は、目的を忘れて、市の財政状況を前面に出し、借地料や管理料を入れると平均１区画３万円以上になるから、借地の返還と事業の廃止を検討したそうです。「高くて文句があるのなら借りてもらわなくても結構です」と言う首長や職員は桑名市にはいないと思いますが、自治体の仕事はどこにあるのか真剣に考えて欲しいものです。
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日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２３６　　　　２０１５年　　６月１８日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































